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平
成　

年
４
月
か
ら「
児
童
手
当
」が『
子
ど
も
手
当
て
』に

２２

な
り
ま
す
。子
ど
も
手
当
は
、次
世
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も

の
健
や
か
な
育
成
を
社
会
全
体
で
支
援
す
る
目
的
に
、児
童

を
養
育
し
て
い
る
方
に
手
当
を
支
給
す
る
も
の
で
す
。

支
給
対
象
年
齢
が
中
学
校
終
了
前
ま
で
に
拡
大
さ
れ
、所

得
制
限
は
撤
廃
さ
れ
ま
す
。金
額
は
支
給
対
象
児
童
１
人
に

つ
き
月
額
１
３
、０
０
０
円
に
な
り
ま
す
。

子
ど
も
手
当
制
度
の
開
始
に
つ
い
て

市
で
は
、市
民
と
の
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り

を
進
め
て
い
ま
す
。そ
の
一
環
と
し
て
、協
働
に

よ
る
ま
ち
づ
く
り
に
参
加
す
る
お
気
持
ち
を
持

つ
市
民
を
対
象
に
、協
働
に
つ
い
て
、市
長
と
学
び
、

語
り
、実
践
し
て
い
く「
な
は
市
民
協
働
大
学
」を

開
校
し
ま
す
。

内
容
も
、関
連
す
る
団
体
や
行
政
職
員
、市
長

を
交
え
た
グ
ル
ー
プ
討
議
を
中
心
と
し
て
、双
方

向
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
学
び
実
践
に
つ

な
が
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
な
っ
て
い
ま
す
。

地
域
や
い
ろ
い
ろ
な
分
野
の
ま
ち
づ
く
り
活
動

に
興
味
が
あ
っ
て
も
、な
か
な
か
き
っ
か
け
が
つ
か

め
な
か
っ
た
方
、異
業
種
の
方
や
学
生
な
ど
普
段

の
仕
事
と
世
代
を
超
え
て
、一
緒
に
活
動
す
る
仲

間
を
見
つ
け
た
か
っ
た
方
、な
は
市
民
協
働
大
学

に
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
！

ま
ち
づ
く
り
と
し
て
取
り

組
み
た
い
こ
と
、
協
働
に

つ
い
て
思
う
こ
と
、
興
味

あ
る
分
野
、
抱
負
な
ど
）

を
２
０
０
字
程
度
に
ま
と

め
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

○
定　

員：

　

人
（
応
募
者

５０

多
数
の
場
合
、
応
募
動
機
、

年
齢
、
男
女
バ
ラ
ン
ス
な

ど
に
よ
り
選
考
し
ま
す
）

○
申
込
期
間：

４
月
１
日
〜

４
月　

日
３０

○
申
込
方
法：

住
所
、
氏
名
、

年
齢
、
電
話
番
号
、
メ
ー

ル
ア
ド
レ
ス
を
ご
記
入
の

上
、
応
募
動
機
を
添
え
て

直
接
持
参
、
郵
送
、
Ｆ
Ａ

Ｘ
、
メ
ー
ル
に
て
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

○
選
考
結
果：

受
講
決
定
者

に
は
、
郵
送
に
よ
り
ご
連

絡
し
ま
す
。

■
お
申
し
込
み
先

　

市
民
協
働
推
進
課

�
８
６
１－

３
８
４
６　

�
８
６
１－

３
７
６
９

ｅ
メ
ー
ル

c-katu001@
neo.city.

          
         

nah
a.okinaw

a.jp

   
        
    

○
目　

的：

協
働
に
よ
る
ま

ち
づ
く
り
を
進
め
る
た
め

に
、
地
域
で
、
ま
た
は
そ

の
分
野
で
活
躍
す
る
人
材

を
発
掘
し
、
育
て
、
結
び
、

実
践
に
つ
な
げ
る
こ
と
を

目
的
に
し
て
い
ま
す
。

○
市
民
協
働
大
学
生
と
し
て

の
成
果：

所
定
の
基
準
に

従
い
、
終
了
証
を
交
付
し

ま
す
。

○
場　

所：

那
覇
市
職
員
厚

生
会
ホ
ー
ル
（
上
下
水
道

局
庁
舎
Ｂ
棟
３
階
）

○
時　

間：

平
日
の
午
後
７

時
〜
９
時
（
詳
細
は
別
紙

プ
ロ
グ
ラ
ム
参
照
）

＊
基
礎
講
座
２
回
、
実
践
講

座
３
テ
ー
マ
×
３
回
＝
９

回
、
協
働
の
現
場
実
習
１

回
、
成
果
発
表
１
回
、
講

座
計　

回
）

１３

　

今
年
は
「
ま
ち
づ
く
り
」

「
地
域
福
祉
」「
環
境
」
の
３

テ
ー
マ
で
実
施
。
尚
、
第
３

コ
マ
、
第
４
コ
マ
の
具
体
的

な
テ
ー
マ
は
オ
リ
エ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
の
際
に
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

○
そ
の
他：

原
則
と
し
て
、

年
間
を
通
し
て
全　

回
を

１３

履
修
し
て
く
だ
さ
い
。
但

し
、
第
３
コ
マ
「
地
域
福

祉
」
第
４
コ
マ
「
環
境
」

は
、
ど
ち
ら
か
一
つ
を
選

択
し
て
受
講
す
る
こ
と
も

可
能
で
す
。
尚
、
現
場
実

習
は
、
必
ず
参
加
し
て
く

だ
さ
い
。

○
要　

件：

協
働
の
ま
ち
づ

く
り
に
参
加
す
る
意
思
の

あ
る　

歳
以
上
の
方
。

１８

＊
応
募
動
機
（
協
働
に
よ
る

＊
平
成　

年
９
月　

日
（
郵
送
の

２２

３０

場
合
消
印
有
効
）
ま
で
に
申
請

し
、
認
定
さ
れ
た
場
合
は
平
成

　

年
４
月
分
か
ら
遡
っ
て
支
給

２２さ
れ
ま
す
。
但
し
、
受
付
期
間

を
過
ぎ
て
提
出
さ
れ
た
場
合
は

申
請
月
の
翌
月
分
か
ら
の
支
給

と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

【
受
付
場
所
】

　

市
役
所
仮
庁
舎
Ｃ
棟
１
階　

番
１１

窓
口
子
育
て
応
援
課
子
ど
も
手
当

グ
ル
ー
プ

＊
市
民
課
・
３
支
所
で
の
受
付
は

行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

＊
郵
送
の
場
合
は
、
消
印
日
が
申

請
日
と
な
り
ま
す
。

＊
公
務
員
の
方
は
勤
務
先
（
外
部

団
体
は
除
く
）
で
の
申
請
と
な

り
ま
す
。

　

子
ど
も
手
当
は
現
行
の
児
童
手

当
を
受
け
取
っ
て
い
る
世
帯
の
手

続
き
は
原
則
必
要
あ
り
ま
せ
ん
が
、

「
所
得
制
限
で
児
童
手
当
を
受
け

取
っ
て
い
な
い
世
帯
」、「
中
学
生

の
子
ど
も
を
持
つ
世
帯
」
な
ど
は
、

申
請
が
必
要
で
す
。

【
申
請
手
続
き
が
必
要
な
方
】

○
新
た
に
申
請
が
必
要
な
方

�
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
な
く

て
、
平
成　

年
４
月
に
中
学
２

２２

年
生
ま
た
は
中
学
３
年
生
（
平

成
７
年
４
月
２
日
生
ま
れ
〜
平

成
９
年
４
月
１
日
生
ま
れ
）
の

児
童
を
養
育
し
て
い
る
方

�
こ
れ
ま
で
、
所
得
制
限
な
ど
に

よ
り
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い

な
い
方

�
児
童
手
当
の
支
払
い
が
一
時
差

し
止
め
と
な
っ
て
い
る
方

�
不
足
書
類
が
あ
る
た
め
に
児
童

手
当
の
認
定
を
受
け
て
い
な
い

方
○
増
額
申
請
が
必
要
な
方

�
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
て
、

平
成　

年
４
月
に
中
学
２
年
生

２２

ま
た
は
中
学
３
年
生
（
平
成
７

年
４
月
２
日
生
ま
れ
〜
平
成
９

年
４
月
１
日
生
ま
れ
）
の
児
童

を
養
育
し
て
い
る
方

＊
平
成　

年
４
月　

日
ま
で
に
申

２２

３０

請
が
あ
っ
た
方
に
つ
い
て
は
、

受
給
者
と
し
て
認
定
さ
れ
た
場

合
、
平
成　

年
６
月　

日
に
支

２２

１０

給
予
定
で
す
。

【
受
付
期
間
】

　

４
月
５
日（
月
）〜
９
月　

日
３０

（
木
）の
８
時　

分
〜　

時　

分

３０

１７

１５

＊
但
し
、
土
・
日
・
祝
日
及
び
６

月　

日
（
慰
霊
の
日
）
を
除
く

２３

注：

児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
て
、
平

成　

年
４
月
に
中
学
１
年
生
ま
で

２２
の
児
童
（
平
成
９
年
４
月
２
日
以

降
生
ま
れ
）
の
み
を
養
育
し
て
い
る

方
は
、
申
請
の
手
続
き
を
行
う
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん（
認
定
通
知
を
送

付
し
ま
す
）。

お
問
い
合
わ
せ

子
育
て
応
援
課　
�
８
６
７－

０
１

１
１
（
内
２
５
７
３
・
２
５
８
６
）

目
的
等

開
催
時
期
と

プ
ロ
グ
ラ
ム
内
容

応
募
方
法

� ������������������������������

「なは市民協働大学」平成２２年度プログラム
基礎講座 【担当課　市民協働推進課　財政課　企画調整課】

◆第１コマ：「基礎講座」
　（まずは、市政の全体を聴いてみよう） 【必修講座】

講師：市長
�開校式（オリエンテーション）
�講話：那覇市の協働によるまちづくりの理念
協働を支えるチカラを身につけよう！

６月４日（金）
１９：００～２１：００1

講師：市長
�那覇市の財政状況
�実施計画と財政計画から見る、今後の那覇
市のまちづくり

６月２５日（金）
１９：００～２１：００２

実践講座 【担当課：市民協働推進課】　【関連団体：なは市民協議会】

◆第２コマ：「協働のカタチ」を学ぶ　進める！ 【必修講座】

テーマ：様々な協働のカタチと仕組みを学ぶ７月６日（火）
１９：００～２１：００３

テーマ：メリット、デメリットを議論し、あるべき協働を
考える。 ［グループ討議］

７月１３日（火）
１９：００～２１：００４

テーマ：協働によるまちづくりをすすめる方法を各自で考
え提案する。 ［グループ討議］

７月２０日（火）
１９：００～２１：００５

実践講座 担当部局【福祉政策課】　関連団体【社会福祉協議会】

◆第３コマ：地域福祉活動を活発にするためにできることは！ 【選択講座】

テーマ：身近な地域福祉の現状と課題を聞き、学ぶ８月１０日（火）
１９：００～２１：００６

テーマ：地域福祉のために「みんな」ができることを議論
する ［グループ討議］

８月１７日（火）
１９：００～２１：００７

テーマ：地域福祉のために「各自」ができることを考え、
提案する。 ［グループ討議］

８月３１日（火）
１９：００～２１：００８

実践講座 担当部局【環境政策課】　関連団体【未定】

◆第４コマ：一人ひとりが取り組める那覇市の環境問題とは！ 【選択講座】

テーマ：那覇市の環境施策の課題と現状を学ぶ１０月５日（火）
１９：００～２１：００９

テーマ：那覇市の環境問題に取り組むためにみんなができ
ることを話し合う ［グループ討議］

１０月１２日（火）
１９：００～２１：００１０

テーマ：那覇市の環境を良くしていくために一人ひとりが
取り組めることを提案する。 ［グループ討議］

１０月１９日（火）
１９：００～２１：００１１

現場実習 担当部局【市民協働推進課　関係課】　関連団体【様々な関係団体】

◆第５コマ：さあ、実践してみよう！ 【必修講座】

�各分野の協働の実践の現場に各自が参加する！１１月～１月頃
（詳細は後日決定）１２

終了式 担当部局【市民協働推進課】　関連団体【なは市民協議会】

◆第６コマ：さあ、発表してみよう！ 【必修講座】

�終了式及び成果報告会２月８日（火）
１８：３０～２１：３０１３
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